
　リレー・エッセイ 遺伝資源と生物多様性条約の誤解

　生物多様性条約(1992 年)については，それ以

前とは異なる制度，特に，遺伝資源に対する主権

的権利を新たに認めたという誤解がある．また，

提供国の国内法に従う義務，そして，PIC(事前

同意，すなわち許認可)や公正・衡平な利益配分

MAT(契約)の義務も新たに設けたとの誤解もあ

る．それに加えて，利用国において利用する者

(企業や研究者)は，提供国の PICを得なければ

ならなくなったという誤解も多い．

　以上につき正確には，生物多様性条約はそれ以

前の制度を受け継いでおり，遺伝資源に対する主

権的権利がすでに存在していたことを認識したの

であり(15 条 1 項)，新たに認めたのではない．

実際，生物多様性条約以前からの FAOの植物遺

伝資源に関する制度(IUPGR)においても主権的

権利は確認されていた．また，すべての国におい

てその国内法に定められている義務(たとえば

PIC)に，外国人も含めて従うべきことは古くか

らの原則である．公正・衡平な利益配分MATも，

それまでの一般の契約に求められていたことの再

確認にすぎない(15 条 7 項)．他方，提供国の

PICを得る義務を負うのは，利用国において利用

する者ではなく，提供国において取得する者であ

り，これも新たな制度ではない．

　このように，生物多様性条約は新たな権利や義

務を定めたわけではないため，非締約国も同じ条

件の下にある．したがって，生物多様性条約の締

約国ではないアメリカも，自国の遺伝資源に対し

て主権的権利を有する．同時に，他国の主権的権

利を尊重しなければならないため，アメリカ企業

や研究者は，他の提供国の国内法(定められてい

れば PIC)に従わなければならない．同様に，ア

メリカ国内において，その国内法(定められてい

れば PIC)は外国人も含めて遵守されなければな

らず，公正・衡平なMATも義務づけられている．

　もちろん，生物多様性条約は，締約国間に新た

な制度も定めた．第 1に，上記の主権的権利の下

に，遺伝資源の取得に関する実体的規則は国内法

に委ねつつ，義務的ではないが標準的な規制手法

として，先進国においては初歩的な許認可手法で

ある PICを提示した．第 2に，遺伝資源の取得

制度と対になる制度として，関連する技術の取得

のための制度を樹立した．第 3に，資金支援，情

報交換，知財権との関係についても定めた．しか

し，これらも，革新的というよりは当時の状況の

追認的内容であった．

　そのような追認であっても必要とされた背景に

は，法の遵守も公正な契約も古くから義務づけら

れながら，また何度も再確認されながら，力関係

や無知によって，実際の場面では違法または違法

すれすれの商慣行も繰り返されていたことがある．

生物多様性条約は，法的には同様の再確認にすぎ

なかったが，それまでの繰り返しから脱却するこ

とに成功した．その要因の第 1は，そのスケール，

タイミング，政治性，話題性の故に，それまでの

ものとは宣伝・普及効果が桁違いだったことであ

る．第 2は，一部の開発途上国や NGOが必ずし

も法的ではない戦略的広報を展開したことである．

　特に後者において，南北問題の反映の下に冒頭

のような誤解やそれに基づく主張やキャンペーン

が展開され，先進国の企業や研究者にも同様の誤

解が広まった．結果として，遺伝資源の分野では，

国内法令遵守と公正・衡平な契約に関する認識は

世界中に広がり，実際の場面での改善も図られつ

つある．革新的規定や強い強制規定がなくても改

善の歩を進めたという点で評価に値しよう．

　改善が遅々として進まない事例は多いため，認

識向上に寄与するのであれば誤解に基づく戦略的

広報も誘惑的ではある．一方で，名古屋議定書へ

の対応にあたって，上記の誤解は不必要なブレー

キとなっている．やはり，望ましい法秩序への誘

導は，時間はかかっても，条文の正確な法的理解

に基づいて行われるべきである．

(磯崎博司)

1


